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奈良 東和 西和 中和 南和

医師会、歯科医師会、薬剤師会、

看護協会、市町村

概ね代表者各１名

医療保険者 代表者１名

代表者４名程度病院協会

構想区域ごと

各保健所（議長） 各保健所代表者

【その他に参加を求める関係者】

議事等に応じて、代表性を考慮した病院・診療所、地域における主な疾病等の特定の診療科等に関する学識経験者等

に出席要請

■設置目的

奈良県地域医療構想の実現に向けた取組を協議するため、構想区域ごとに地域医療構想調整会議を設け、関係者との連携を

図りつつ、将来の必要病床数を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために必要な協議を行う。

（医療法第30条の14）

■議事について

・地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する協議

・病床機能報告制度による情報等の共有

・医療介護基金計画に盛り込む事業に関する協議

・その他の地域医療構想の達成の推進に関する協議 等

訪問看護（奈良県訪問看護ステーション協議会）

介護事業者（奈良県老人福祉施設協議会）

代表者各１名程度

【構成機関・団体：平成27年度からの構成団体】

【平成28年度から新たに参画】

「地域医療構想調整会議」の設置について
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資料１



本日の会議の内容

【事務局説明】

①奈良県地域医療構想の概要について

②地域包括ケアシステムの構築に向けて

③地域医療構想実現に向けたこれからの取組

【意見交換】

①地域医療構想実現に向けた課題及びこれからの方向性について

②検討に必要なデータ等の情報提供について

・高度医療、救急医療の在り方、急性期病床からの機能の転換や多様化、急性

期病床と回復期病床の連携などの病床機能の分化と連携

・医療と介護の連携や在宅医療等の体制整備

・これらを進めるための医師配置の在り方

【【【【地域医療構想調整会議の主な論点地域医療構想調整会議の主な論点地域医療構想調整会議の主な論点地域医療構想調整会議の主な論点】】】】
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